
山都町運動公園の年間施設予約について 

〈令和９年度年間予約について〉 ※令和 8 年度分ではありません 

◇予約種別                                   

（１）第１種 

① 国・県・町が主催（共催）するイベント・大会（後援は不可） 

② スポーツ協会（国・県・町）の種目協会が主催（共催）する大会（後援は 

不可） 

③ 全国規模のもの（全国のチームや団体を参加対象としたもの） 

 

  （２）第２種 

     ① 九州内のチームや団体を参加対象としたイベント・大会 

     ② 県内のチームや団体を参加対象としたイベント・大会 

 

  （３）第３種 

     ① 町内のチームや団体を参加対象としたイベント・大会 

② 支部体協のイベント・大会 

③ 町内保育園、学校のイベント 

     ④ 合宿 ※大会等と合宿の予約日が重複した場合は、大会を優先します。 

 

◇本予約までの流れ                            

１．利用者登録（初めて予約される方のみ） 

    仮予約申込書の作成・提出には、事前の利用者登録（ID 発行）が必要です。 

    下記のフォームに必要事項を記入し、申請してください。 

    ※山都町総合体育館パスレルまたは山都町教育委員会の窓口でも手続きが可

能です。 

 

    利用者申請フォーム URL：https://logoform.jp/form/Fpx6/1031147 

 

２．仮予約申込書作成 

 各団体で行われるイベント及び大会、会場準備の日程等をご記入ください。 

 種別は、上に記載した第１種から第３種の中から選択してください。 

 第３希望日まで必ず記入してください。 

 期限までに提出がない場合は、利用予約がないものと判断します。 

 12 月 29 日～1 月 3 日は、休館日のため予約できません。 

 山都町運動公園は、毎月第 3 月曜日（月曜日が祝日の場合はその次の平日）

は休園日のため予約できません。 

 

 

 

 



３．令和 9 年度中に開催するイベント・大会・合宿 仮申込書提出期限 

→ 令和 8 年８月 31 日（月）午後５時まで（厳守） 

   

４．予約日の決定 

仮申込書提出期限後１ヶ月を目途に、提出された仮申込書により、町及び指定

管理者の協議において予約日を決定します。 

予約日が重複した場合には、原則として、優先順位を第１種、第２種、第３種

の順として決定します。 

同規模の大会等で、こちらで順位の決定ができない場合は、予約が重複した団

体において調整いただく場合があります。 

 

 

＜ 重要 ＞ 

 

 令和 9 年 4 月～令和 9 年８月の利用については、4 か月前納付（第３種の場合

は 1 か月前納付）の適用を除外します。 

よって、令和 9 年 4 月～令和 9 年８月の利用にかかる利用料金の支払いは、令

和 9 年 4 月 1 日～利用日前日までにお願いします。（4/1 の予約分を除く） 

 なお、当日までに使用料金の支払いがない場合、いかなる理由でも、施設の利用

ができませんのでご注意ください。 

 

例：令和９年４月～８月に開催する場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．結果通知 

予約受付決定後、書面またはメールにて通知します。 

 

６．本予約手続き 

第 1 種及び第２種イベント・大会の予約受付決定通知を受けた団体等は、開催

月の４か月前までに必要書類（大会要項、開催通知等）を提出してください。 

   ※必要書類は、本予約時は【案】でも可とするが、正式なものを開催日の前まで

に必ず提出してください。 

    第３種イベント・大会については、開催月の１か月前までに必要書類（大会要

項、開催通知等）を提出し、使用料を納入してください。                       

 

令和８年４月～８月 

予約受付 → 

９月 １０月 

決定・調整 

令和９年 4 月～８月 

令和９年4月1日

４月１日～大会当日までに使用料の納付 

９月 



７．使用料の納付及び本予約の完了 

使用料の納付確認後、許可書を交付します。 

※第１種及び第２種イベント・大会について、４か月前までに入金が確認できな

かった場合は、その団体の予約（対象大会等以後の予約を含む）をすべて取り消

します。 

※第３種大会について、１か月前までに入金が確認できなかった団体等は、その

団体の予約（対象大会等以後の予約を含む）をすべて取り消します。 

※本予約後の使用料は、台風等の自然現象やその他不可抗力による場合等を除き、

原則還付しません。 

 

８．利用当日 

受付、許可書提示 

※開館は原則午前９時からです。午前９時以前に施設（屋外施設を含む）を利用

する場合は、事前に指定管理者との調整をお願いします。 

 

 

例：第１種、第２種（令和９年９月～令和 10 年 3 月に開催する場合） 

※９月の利用分は４月末日までに納付すること 

 

 

 

 

 

  

例：第３種（令和９年６月～令和 10 年 3 月に開催する場合） 

※６月の利用分は４月末日までに納付すること 

 

 

 

 

 

 

◇仮予約ができる山都町運動公園内施設                            

□ 仮予約ができるのは以下の施設となります。 

 

・アリーナ 

・武道場兼多目的室 

・会議室 1、2 

・サッカー場（人工芝） 

・芝生広場 A（上段）、B（下段） 

・中央グラウンド 

令和８年４月～８月 ９月 10 月  ３月 ４月 ５月 ６月 

予約受付 → 決定・調整 開催月 本予約完了 １か月前 

までに納付 

令和９年４月１日 

令和９年４月～８月 ９月 １０月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

予約受付 → 決定・調整 開催月 本予約完了 4 か月前 

までに納付 

 令和９年4月1日



 

◇使用料金の減免                                                

 町、体協、学校等が主催するイベント・大会等については使用料が免除になりま

すが、山都町外の団体が主催するイベント及び大会等については使用料が発生し

ます。 

 

◇山都町運動公園の仮予約申込書について                                     

 山都町運動公園の仮予約申込書ついては、山都町総合体育館パスレルへご提出を

お願いします。なお、これまでの紙での提出に加え、オンラインフォームからの

申し込みも可能とします。 

オンラインでの申し込みは、下記 URL または QR コードよりご利用ください。 

       

山都町総合体育館パスレル 

電話：0967-72-9988  

FAX：0967-72-9989 

メール：info@yamatomachi-sportspark.com 

 

 

   申し込み URL：https://logoform.jp/form/Fpx6/1530121 

 

   申し込み QR コード：  

 

 

 

 

◇その他                                    

 仮予約申込書を提出された後、キャンセルがありましたら分かり次第速やかにご

連絡をお願いいたします。 

 

 


